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サ
 
塀
そ
の
他
の
遮
へ
い
物
は
で
き
る
限
り
設
け
な
い
こ
と

と
し
、
や
む
を
得
ず
こ
れ
ら
を
設
け
る
場
合
は
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
、
有
刺
鉄
線
等
を
使
用
せ
ず
、
樹
木
等

を
活
用
し
、
自
然
環
境
の
保
護
等
に
支
障
の
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

 

       
 
シ
 
公
共
下
水
道
（
下
水
道
法
（
昭
和

3
3年
法
律
第

7
9号
）

第
２
条
第
３
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
処
理
区

域
又
は
農
業
集
落
排
水
事
業
（
土
地
改
良
法
（
昭
和

2
4年

法
律
第

19
5号
）
第

5
7条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
も
の
を

い
う
。
）
の
区
域
以
外
の
区
域
に
お
け
る
し
尿
及
び
雑
排

水
の
処
理
は
、
原
則
と
し
て
合
併
処
理
浄
化
槽
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

 

           
 
ス
 
大
規
模
開
発
行
為
を
し
た
土
地
の
区
域
に
お
い
て
、
建

築
物
等
の
築
造
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
⑻
に
規
定
す

る
要
件
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
⑷
 
集
合
住
宅
等
の
基
準

 
集
合
住
宅
又
は
集
合
別
荘
（
以
下

⑷
に
お
い
て
「
集
合
住
宅
等
」
と
い
う
。
）
を
建
築
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

 
 
ア
 
次
に
掲
げ
る
地
域
以
外
の
場
所
に
建
築
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

 

 
 
 

(ア
) 
文
化
財
保
護
に
支
障
を
及
ぼ
す
地
域

 

 
⒀
 
建
築
物
等
の
基
準
の
サ
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
敷
地

境
界
線
か
ら
⑾
又
は
⑿
に
規
定
す
る
距
離
の
範
囲
に
お
い
て

は
、
樹
高
が

1
0メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
健
全
な
樹
木
は
、
原
則

と
し
て
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

 

        
⒁
 
建
築
物
等
の
基
準
の
シ
の
規
定
に
よ
り
設
置
す
る
合
併
処

理
浄
化
槽
の
処
理
水
は
、
原
則
と
し
て
敷
地
内
処
理
す
る
も

の
と
し
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

 
 
ア
 
長
野
県
が
定
め
る
浄
化
槽
放
流
水
の
地
下
浸
透
に
関
す

る
指
導
基
準
（
昭
和

6
2年
４
月
１
日
付

62
環
第
４
号
長
野

県
生
活
環
境
部
長
通
知
）
に
よ
る
こ
と
。

 

 
 
イ
 
当
該
事
業
地
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
を
勘
案
し
、
や
む

を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
河
川
等
へ
放
流

で
き
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
河
川
等
は
、
放
流

水
を
環
境
衛
生
上
の
支
障
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
希
釈
す

る
た
め
十
分
な
流
量
を
有
し
、
か
つ
、
滞
留
し
て
い
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
 
ウ
 
イ
の
規
定
に
よ
り
河
川
等
に
放
流
す
る
と
き
は
、
土
地

利
用
行
為
者
と
当
該
河
川
等
を
管
理
す
る
関
係
機
関
と

が
、
十
分
協
議
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
エ
 
合
併
処
理
浄
化
槽
の
適
正
な
維
持
管
理
が
確
実
に
行
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

   ４
 
要
綱
第
４
の
１
の
⑷
の
集
合
住
宅
等
の
基
準
（
以
下
４
に
お

い
て
「
集
合
住
宅
等
の
基
準
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
建
築
物
が
分
譲
ホ
テ
ル
で
あ
る
と
き
は
、
「
戸
数
」
と
あ

る
の
は
「
客
室
数
」
と
、
「
戸
」
と
あ
る
の
は
「
室
」
と
、
「
住

戸
」
と
あ
る
の
は
「
客
室
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

 

【
解
説
】
植
栽
の
離
隔
距
離
（
要
綱
第
４
の
１
の
⑶
の
コ
）

 

 
道
路
へ
の
枝
張
り
や
倒
木
に
よ
る
通
行
の
支
障
を
防
止
す
る
た

め
、
国
土
交
通
省
『
「
公
共
用
緑
化
樹
木
の
品
質
寸
法
規
格
基
準
」

（
案
）
の
改
訂
及
び
運
用
等
に
つ
い
て
』
に
準
じ
、
敷
地
境
界
か

ら
の
樹
木
の
離
隔
距
離
を
以
下
の
と
お
り
規
定
し
ま
す
。

 

 

樹
高
（
ｍ
）

 
離
隔
（
枝
張
）
（
ｍ
）

 

～
２
ｍ

 
１
ｍ
 

～
５
ｍ

 
２
ｍ
 

～
７
ｍ

 
４
ｍ
 

   【
解
説
】
後
退
部
分
の
樹
木
の
保
存

( 要
領
第
２
の
３
の
⒀

) 

 
一
般
的
に
、
雑
木
林
の
高
さ
が
、

1
0～

1
5ｍ
程
度
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
軽
井
沢
町
の
風
景
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
樹
林
と
調
和

し
た
街
並
み
を
保
持
す
る
た
め
、
建
築
物
の
高
さ
を
原
則
と
し
て

1
0
ｍ
以
下
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
敷
地
境
界

線
か
ら
後
退
を
求
め
る
範
囲
に
あ
る
高
さ
が

1
0ｍ
を
超
え
る
樹
木

は
保
存
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
樹
林
を
健
全
な
状

態
に
保
つ
た
め
に
は
、
適
正
な
管
理
（
大
き
く
な
り
す
ぎ
た
樹
木

の
伐
採
や
間
伐
・
剪
定
を
行
う
こ
と
）
に
努
め
世
代
更
新
を
す
る

必
要
が
あ
り
、
ま
た
、

10
ｍ
以
下
の
樹
木
で
あ
っ
て
も
希
少
な
樹

木
や
地
域
を
特
徴
付
け
る
樹
木
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
も
、
適
正
な
維
持
管
理
に
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

 

 
農
地
周
辺
の
樹
木
は
農
業
に
影
響
が
出
な
い
高
さ
の
樹
木
を
選

定
す
る
な
ど
の
配
慮
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

 

          

【
要
綱
第
４
の
１
の
⑶
の
サ
～
⑷
の
ア
の

(ア
)】

 
 

 
 
 

 
 
 
【
要
領
第
２
の
３
の
⒀
～
４
】
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(イ
) 
長
野
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和

46
年
長
野
県
条

例
第

3
5号
）
第

15
条
に
規
定
す
る
郷
土
環
境
保
全
地
域

 

 
 
 

(ウ
) 
上
水
道
等
の
水
源
に
支
障
を
及
ぼ
す
地
域

 

 
 
 

(エ
) 

(ア
)か
ら

(ウ
)ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
町
長
が
、

自
然
環
境
の
保
護
等
の
た
め
、
集
合
住
宅
等
の
建
築
を

抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
地
域

 

                                

    
⑴
 
集
合
住
宅
等
の
基
準
の
ア
の

(エ
)の
集
合
住
宅
等
の
建
築
を

抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
地
域
は
、
風
致
地
区
（
都

市
計
画
法
（
昭
和

43
年
法
律
第

1
0
0号
）
第
８
条
第
１
項
第
７

号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
国
立
公
園
の
特
別
地
域

（
自
然
公
園
法
（
昭
和

3
2年
法
律
第

1
6
1号
）
第

20
条
第
１
項

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
地
域
の
う
ち
、
町

長
が
、
軽
井
沢
町
自
然
保
護
審
議
会
（
軽
井
沢
町
自
然
保
護

審
議
会
条
例
（
昭
和

4
8年
軽
井
沢
町
条
例
第

2
4号
）
第
１
条

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
６
の
⑵
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
意
見
を
聴
き
定
め
る
地
域
と
す
る
。

 

 
⑵
 
建
築
物
の
地
上
部
分
の
水
平
投
影
外
周
線
で
囲
ま
れ
る
土

地
と
敷
地
（
要
綱
第
４
の
１
の
⑶
の
ク
に
規
定
す
る
も
の
を

い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
境
界
線
と
の
水
平
距
離

が
、
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ

ぞ
れ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
定
め
る
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
事
業
地
及
び
そ
の
周
辺
の
自
然
環
境
の
保
護
等
に
支

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
２
の
３
の
⑾
及
び
⑿

に
定
め
る
距
離
を
下
回
ら
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
商
業
地
域

に
建
築
す
る
も
の
は
１
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
保
養
地
域
又

は
緩
衝
地
域
に
建
築
す
る
も
の
の
う
ち
事
業
地
の
区
域
内
の

集
合
住
宅
等
の
戸
数
の
合
計
（
以
下
「
事
業
地
総
戸
数
」
と

い
う
。
）
が

1
9戸
以
下
の
も
の
は
５
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、

及
び
居
住
地
域
又
は
集
落
形
成
地
域
に
建
築
す
る
も
の
の
う

ち
事
業
地
総
戸
数
が

1
9戸
以
下
の
も
の
は
３
メ
ー
ト
ル
（
事

業
地
総
戸
数
が

9戸
以
下
の
も
の
は

2
.
5メ
ー
ト
ル
）
以
上
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 
ア
 
保
養
地
域
及
び
緩
衝
地
域

 
10
メ
ー
ト
ル

 

 
 
イ
 
居
住
地
域
及
び
集
落
形
成
地
域

 
５
メ
ー
ト
ル

 

 
 
ウ
 
商
業
地
域

 
２
メ
ー
ト
ル

 

 
⑶
 
敷
地
の
境
界
線
か
ら
の
水
平
距
離
が
、
⑵
の
規
定
に
よ
り

確
保
す
べ
き
距
離
を
２
で
除
し
た
距
離
の
範
囲
の
土
地
は
、

緑
地
と
し
て
保
存
又
は
整
備
し
、
保
全
す
る
も
の
と
す
る
。

 

   
⑷
 
集
合
住
宅
等
の
住
戸

(居
住
地
域
、
商
業
地
域
及
び
集
落
形

                                【
解
説
】

｢緑
地
と
し

て
保
存
又

は
整
備

し
、
保

全
す
る

｣と
は

 

 
原
則
と
し
て
緑
地
部
分
に
は
、
建
築
物
や
工
作
物
を
設
け
ず
緑

地
部
分
を
保
持
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
宅
地
部
分
へ

の
出
入
り
の
た
め
の
通
路
の
設
置
な
ど
、
必
要
最
小
限
の
点
的
な

利
用
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

 

 

【
要
綱
第
４
の
１
の
⑷
の
ア
の

(イ
)～

(エ
)】

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
【
要
領
第
２
の
４
の
⑴
～
⑷
】

 



—　 —32

 

 - 32 - 

             
 
イ
 
配
置
、
規
模
及
び
意
匠
が
、
事
業
地
及
び
そ
の
周
辺
地

域
の
自
然
環
境
又
は
風
致
若
し
く
は
景
観
と
調
和
す
る
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
維
持
及
び
保
護
に
有
効
な

計
画
、
施
工
、
管
理
運
営
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
将
来
に

わ
た
り
確
実
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
ウ
 
事
業
地
の
区
域
内
に
整
備
す
る
駐
車
場
に
駐
車
で
き
る

車
両
の
数
の
合
計
を
当
該
事
業
地
の
集
合
住
宅
等
の
住
戸

の
数
の
合
計
で
除
し
た
数
が
、
原
則
と
し
て
１
以
上
で
あ

る
こ
と
。

 

 
 
エ
 
集
合
住
宅
等
を
建
築
す
る
敷
地
の
面
積
を
当
該
集
合
住

宅
等
の
住
戸
の
数
の
合
計
で
除
し
た
面
積
が
、

60
0平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
事
業
地
及
び
そ

の
周
辺
の
自
然
環
境
の
保
護
等
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

        
 
オ
 
一
棟
の
住
戸
の
数
が
、

1
9以
下
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
一
敷
地
に
複
数
の
集
合
住
宅
等
を
建
築
す

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
規
模
及
び
配
置
が
、
自
然

環
境
の
保
護
等
に
支
障
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
合

理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

成
地
域
内
に
お
け
る
事
業
地
総
戸
数
９
戸
以
下
の
も
の
を
除

く
。
以
下
⑷
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
そ
の
床
面
積
（
当
該
住

戸
の
専
用
部
分
の
面
積
を
い
う
。
以
下
⑷
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
7
2平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
２
以
上
の
居
室
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
地
総

戸
数
が

20
戸
以
上
の
と
き
は
、
事
業
地
総
戸
数
に

0
.1
を
乗
じ

た
数
（
当
該
数
に
１
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
上
げ
た
数
）
以
上
の
住
戸
は
、
そ
の
床
面
積
が

9
8平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

建
築
物
が
分
譲
ホ
テ
ル
で
あ
る
と
き
は
、
炊
事
の
た
め
の
施

設
を
有
し
な
い
客
室
に
こ
の
基
準
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

 

          
⑸
 
集
合
住
宅
等
の
基
準
の
エ
の
事
業
地
及
び
そ
の
周
辺
の
自

然
環
境
の
保
護
等
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
は
、

居
住
地
域
、
商
業
地
域
及
び
集
落
形
成
地
域
内
の
土
地
に
お

い
て
集
合
住
宅
等
を
建
築
す
る
敷
地
の
面
積
を
事
業
地
総
戸

数
で
除
し
た
面
積
を
、
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
数
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 
 
ア
 
商
業
地
域
内
の
土
地

 
1
10
平
方
メ
ー
ト
ル
（
事
業
地
総

戸
数
が

19
戸
以
下
の
と
き
は

9
0平
方
メ
ー
ト
ル
）

 

 
 
イ
 
居
住
地
域
又
は
集
落
形
成
地
域
内
の
土
地

 
15
0平
方

メ
ー
ト
ル
（
事
業
地
総
戸
数
が

9
戸
以
下
の
と
き
は

12
0平

方
メ
ー
ト
ル
）

 

 
⑹
 
集
合
住
宅
等
の
基
準
の
オ
に
規
定
す
る
合
理
的
な
規
模
及

び
配
置
と
は
、
建
築
基
準
法
第

8
6
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の

規
定
に
よ
る
複
数
建
築
物
に
関
す
る
特
例
の
認
定
を
得
る
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
認
定
に
係
る
各
建
築
物
の
地
上
部

分
の
水
平
投
影
外
周
線
で
囲
ま
れ
る
土
地
相
互
の
水
平
距
離

【
解
説
】
「
そ
の
床
面
積
」
と
は

 

ベ
ラ
ン
ダ
・
バ
ル
コ
ニ
ー
・
パ
イ
プ
ス
ペ
ー
ス
・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ

ク
ス
等
は
含
め
な
い
も
の
と
し
ま
す
。

 

                                   

【
要
綱
第
４
の
１
の
⑷
の
イ
～
オ
】
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
【
要
領
第
２
の
４
の
⑸
～
⑹
】
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⑸
 
営
業
施
設
の
基
準

 
⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

 
 
ア
 
配
置
、
規
模
及
び
意
匠
が
、
事
業
地
及
び
そ
の
周
辺
地

域
の
自
然
環
境
又
は
風
致
若
し
く
は
景
観
と
調
和
す
る
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
維
持
及
び
保
護
に
有
効
な

計
画
、
施
工
、
管
理
運
営
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
将
来
に

わ
た
り
確
実
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
イ
 
事
業
地
に
お
け
る
駐
車
場
の
整
備
は
、

(ア
)又
は

(イ
)に
掲

げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ

(ア
)又
は

(イ
)に
定
め
る
と
お

り
と
す
る
。

 

(ア
) 
宿
泊
施
設

 
当
該
施
設
の
宿
泊
者
の
た
め
に
整
備

す
る
駐
車
場
に
駐
車
で
き
る
車
両
の
数
の
合
計
が
、

原
則
と
し
て
当
該
事
業
地
内
の
宿
泊
施
設
の
客
室
の

数
の
合
計
以
上
で
あ
る
こ
と
。

 

(イ
) 
宿
泊
施
設
以
外
の
施
設

 
当
該
施
設
の
営
業
内
容
、

周
辺
の
交
通
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
良
好
な
生
活
環

境
の
形
成
の
た
め
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
台
数
を
確

保
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

  
 
ウ
 
宿
泊
施
設
は
、
原
則
と
し
て
当
該
施
設
内
に
玄
関
帳
場

又
は
フ
ロ
ン
ト
を
設
け
る
こ
と
。

 

        
⑹
 
太
陽
光
発
電
施
設
の
基
準

 
太
陽
光
発
電
施
設
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
施
設
」
と
い
う
。
）
を
地
上
に
設
置
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

 

 
 
ア
 
施
設
は
、
保
養
地
域
の
う
ち
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地

が
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
地
域
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ

れ
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 
ア
 
保
養
地
域
及
び
緩
衝
地
域

 
10
メ
ー
ト
ル

 

 
 
イ
 
居
住
地
域
及
び
集
落
形
成
地
域

 
５
メ
ー
ト
ル

 

 
 
ウ
 
商
業
地
域

 
２
メ
ー
ト
ル

 

５
 
要
綱
第
４
の
１
の
⑸
の
営
業
施
設
の
基
準
は
、
次
の
各
号
の

と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 

                  
⑴
 
要
綱
第
４
の
１
の
⑸
の
営
業
施
設
の
基
準
の
ウ
の
規
定
に

よ
り
設
置
す
る
玄
関
帳
場
又
は
フ
ロ
ン
ト
は
、
次
に
掲
げ
る

要
件
を
備
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

 
 
ア
 
宿
泊
者
の
出
入
り
を
容
易
に
見
通
す
こ
と
が
で
き
、
か

つ
、
直
接
面
接
で
き
る
場
所
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

 

 
 
イ
 
自
動
車
等
を
利
用
す
る
宿
泊
者
が
降
車
し
な
い
で
宿
泊

者
名
簿
の
記
載
、
宿
泊
料
金
の
受
渡
し
、
客
室
の
鍵
の
授

受
そ
の
他
の
宿
泊
に
関
す
る
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

場
所
に
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

 

６
 
要
綱
第
４
の
１
の
⑹
の
太
陽
光
発
電
施
設
の
基
準
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

 

   

          【
運
用
】
宿
泊
施
設
の
駐
車
場
（
要
綱
第
４
の
１
の
⑸
の
イ
）

 

 
事
業
地
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
か
ら
み
て
、
事
業
地
内
に
お
い

て
客
室
数
分
の
駐
車
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
客
室
数
の
２
分
の
１
未
満
の
台
数
に
限
り
、
事
業
地

以
外
の
場
所（
原
則
と
し
て
事
業
地
か
ら
の
直
線
距
離

5
0
0 ｍ
以
内
）

に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
ま
す
。

 

 
ま
た
、
事
業
地
以
外
の
場
所
に
確
保
す
る
台
数
の
う
ち
、
平
均

的
な
状
況
を
呈
す
る
日
に
お
け
る
稼
動
客
室
数
を
超
え
る
台
数
は
、

当
該
事
業
者
が
整
備
す
る
駐
車
場
以
外
の
も
の
を
借
り
受
け
て
確

保
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
駐
車
場
に
係
る
賃
貸
契

約
書
又
は
当
該
駐
車
場
の
所
有
者
の
承
諾
書
等
に
よ
り
、
そ
の
状

況
を
確
認
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

 

 【
解
説
】
宿
泊
施
設
の
玄
関
帳
場
又
は
フ
ロ
ン
ト

 
（
要
綱
第
４
の
１
の
⑸
の
ウ
、
要
領
第
５
の
⑴
）

 

 
対
面
で
宿
泊
に
関
す
る
手
続
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
宿
泊
に
あ

た
っ
て
の
注
意
事
項
を
説
明
し
、
夜
間
の
騒
音
等
の
ト
ラ
ブ
ル
を

避
け
る
た
め
直
接
面
接
で
き
る
場
所
に
設
け
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
 

    【
参
考
】
太
陽
光
発
電
施
設
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

 

別
紙
資
料
（
Ｐ

55
）
も
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

 

   

【
要
綱
第
４
の
１
の
⑸
～
⑹
の
ア
】
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
【
要
領
第
２
の
４
の
⑹
の
ア
～
６
】
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域
を

除
く

地
域
に

設
置
す

る
も
の

で
あ
る

こ
と
。

 

 
 

イ
 

施
設
は

、
敷
地

の
境
界

線
か
ら

原
則

10
メ
ー
ト

ル
以
上

後
退
す
る

こ
と
。

 

 
 
ウ
 

施
設
の

地
上
高

は
、
必

要
最
小

限
と
す

る
と
と

も
に
、

太
陽
光
の

反
射
等

に
よ
り

周
囲
に

影
響
が

生
じ
る

お
そ
れ

が
あ
る
場

合
又
は

施
設
の

設
置
後

に
周
囲

へ
の
影

響
が
認

め
ら
れ
た

場
合
は

、
速
や

か
に
防

眩
処
理

等
の
対

策
を
講

ず
る
こ
と

。
 

 
 

エ
 

施
設
は

、
原
則

と
し
て

周
囲
に

植
栽
を

行
う
こ

と
。
な

お
、
植
栽

は
、
周

囲
に
支

障
と
な

ら
な
い

程
度
に

境
界
線

か
ら
後
退

さ
せ
る

こ
と
。

 

 
 

オ
 

フ
ェ
ン

ス
の
設

置
に

当
た
っ
て

は
、
色

を
茶
系

と
し
、

フ
ェ
ン
ス

と
同
等

の
樹
高

の
植
栽

に
よ
り

周
辺
景

観
に
配

慮
す

る
こ

と
。
た

だ
し
、

設
置
す

る
施
設

の
出
力

が
2
0キ

ロ
ワ
ッ
ト

未
満
の

場
合
は

、
こ
の

限
り
で

な
い
。

 

 
 

カ
 

一
の
土

地
利
用

行
為
に

お
け
る

計
画
敷

地
の
合

計
面
積

は
、
原
則

と
し
て

２
ヘ
ク

タ
ー
ル

以
下
と

す
る
こ

と
。

 

 
⑺
 
物

件
の
堆

積
の
基

準
 
廃

棄
物
、

資
材
そ

の
他
の

物
件
を

堆
積
す
る

と
き
は

、
敷
地

の
境
界

線
か
ら

で
き

る
限
り
後

退

し
、
か
つ

、
道
路

そ
の
他

の
公
共

施
設
か

ら
当

該
物
件
が

容

易
に
望
見

さ
れ
る

こ
と
が

な
い
よ

う
樹
木

等
を

用
い
て
遮

へ

い
す
る
こ

と
に
よ

り
、
自

然
環
境

の
保
護

等
に

支
障
の
な

い

も
の
と
す

る
こ
と

。
 

       
⑻
 

大
規
模
開

発
行
為

の
基
準

 
⑴
か

ら
⑹

ま
で

に
掲

げ
る
も

の
の
ほ
か

、
当
該

行
為
が

、
地
域

の
自
然

環
境
の

保
護
等

及

び
生
活
環

境
に
支

障
を
及

ぼ
す
こ

と
が
な

い
よ

う
次
に
掲

げ

る
要
件
を

備
え
る

も
の
と

す
る
こ

と
。

 

     

  
⑴
 
要

綱
第
４

の
１
の

⑹
の
太

陽
光
発

電
施
設

の
基

準
の
イ
に

規
定
す
る

後
退
の

う
ち
、

保
養
地

域
以
外

の
地
域

に
お
い

て

は
５
メ
ー

ト
ル
以

上
と
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
太

陽
光
発

電

施
設
の
設

置
の
面

積
が
1
,
0
00
平

方
メ
ー

ト
ル
以

下
の
場
合

に

つ
い
て
も

同
様
と

す
る
。

 

 
⑵
 
太

陽
光
発

電
施
設

の
設
置

面
積
が

1
,0
0
0平

方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る

場
合
は

、
軽
井

沢
町
自

然
保
護

審
議
会

の
意
見

を

聴
く
も
の

と
す
る

。
 

        ７
 
要
綱

第
４
の

１
の

⑺
の
物
件

の
堆
積

の
基
準

は
、

次
の
各
号

に
掲
げ
る

と
お
り

取
り
扱

う
も
の

と
す
る

。
 

 
⑴
 
敷

地
の
境

界
線
か

ら
の
後

退
は
、

第
２
の

３
の

⑾
及
び
⑿

を
準
用
す

る
も
の

と
す
る

。
こ
の

場
合
に

お
い
て

、
｢建

築
物
｣

と
あ
る
の

は
｢
堆
積
す

る
物
件

｣と
、
｢当

該
建
築
物

が
大
規

模

建
築
物

｣と
あ

る
の
は

「
そ
の
高

さ
が
３

メ
ー
ト

ル
を
超

え
、

か
つ
、
そ

の
面
積

が
1
,
00
0平

方
メ
ー
ト

ル
を
超

え
る
も

の
」

と
読
み
替

え
る
も

の
と
す

る
。

 

 
⑵
 
前

号
の
規

定
に
よ

り
後
退

し
た
部

分
の
措

置
は
、

第
２
の

３
の
⒀
を

準
用
す

る
も
の

と
す
る

。
こ
の

場
合
に

お
い
て

、

「
⑾
又
は

⑿
」
と

あ
る
の

は
「
⑴

に
お
い

て
準
用

す
る
第

２

の
３
の
⑾

又
は
⑿

」
と
読

み
替
え

る
も
の

と
す
る

。
 

８
 
要
綱

第
４
の

１
の

⑻
の
大
規

模
開
発

行
為
の

基
準

（
以
下
８

に
お
い
て

「
大
規

模
の
基

準
」
と

い
う
。

）
は
、

次
の
各

号
に

掲
げ
る
と

お
り
取

り
扱
う

も
の
と

す
る
。

 

      

                             【
関
連
】
地
域
の
自
然
環
境
の
保
全
及
び
生
活
環
境
の
維
持

 

 
長
野
県

自
然
環

境
保
全

条
例
に

お
い
て

も
、
大

規
模
開

発
行
為

の
調
整
は

、
良
好

な
自
然

環
境
を

形
成
し

て
い
る

も
の
の

う
ち
、

自
然
的
社

会
的
諸

条
件
か

ら
み
て

、
良
好

な
生
活

環
境
を

維
持
す

る
た
め
大

規
模
開

発
の
調

整
を
図

る
こ
と

と
さ
れ

て
お
り

、
同
条

例
取
扱
要

領
で
は

、
条
例

の
趣
旨

は
、
開

発
が

当
該
地
域

住
民
の

同
意
を
得

つ
つ
地

域
の
自

然
的
立

地
条
件

に
即
し

て
、
適

切
な
開

発
が
行
わ

れ
る
よ

う
配
慮

し
よ
う

と
す
る

も
の
で

あ
る
と

し
て
い

ま
す
。

 

【
要
綱
第

４
の
１

の
⑹
の

イ
～
⑻

】
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
【
要

領
第
２

の
６
の

⑴
～
８

】
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ア
 
現
存
す
る
植
生
、
地
形
そ
の
他
の
原
状
を
極
力
残
存
さ

せ
る
と
と
も
に
、
急
傾
斜
地
や
道
路
の
両
側
を
緑
地
と
し

て
保
存
し
、
保
全
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

                                   

 
⑴
 
大
規
模
の
基
準
の
ア
の
現
状
の
残
存
及
び
緑
地
の
保
存
は
、

ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら

ウ
ま
で
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

 

 
 
ア
 
ゴ
ル
フ
場
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
８
に

お
い
て
同
じ
。
）

 
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

 

 
 
 

(ア
) 
標
高

1,
6
00
メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
地
に
お
い
て
は
、
形

質
の
変
更
を
せ
ず
、
現
存
す
る
樹
林
を
現
状
の
ま
ま
残

置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
 

(イ
) 
現
存
す
る
樹
林
は
、
事
業
地
の
面
積
の

4
0パ
ー
セ
ン

ト
以
上
の
面
積
を
、
原
則
と
し
て
現
状
の
ま
ま
残
置
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
現
存
す

る
樹
林
の
面
積
が
事
業
地
の
面
積
の

4
0パ
ー
セ
ン
ト
に

満
た
な
い
と
き
は
、
植
樹
を
施
す
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、

4
0
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
樹
林
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

 

 
 
 

(ウ
) 

(イ
)の
樹
林
は
、
原
則
と
し
て
、
ホ
ー
ル
と
ホ
ー
ル
の

間
又
は
事
業
地
の
周
辺
部
に
、

2
0
メ
ー
ト
ル
以
上
の
幅

を
も
っ
て
、
残
置
又
は
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
 

(エ
) 
や
む
を
得
ず
除
去
す
る
樹
林
は
、
事
業
地
内
に
生
育

環
境
を
整
備
し
て
移
植
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
イ
 
ス
キ
ー
場

 
ゲ
レ
ン
デ
、
ス
キ
ー
コ
ー
ス
等
の
造
成
に

あ
た
っ
て
は
、
樹
林
の
伐
採
は
最
小
限
に
と
ど
め
、
特
に

景
観
上
主
要
な
地
区
は
、
林
間
コ
ー
ス
を
設
定
す
る
よ
う

考
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

 
 
ウ
 
別
荘
団
地

 
事
業
地
内
の
次
に
掲
げ
る
土
地
を
、
緑
地

と
し
て
保
存
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

 
 
 

(ア
) 
地
形
勾
配
が

30
度
を
超
え
る
土
地

 

 
 
 

(イ
) 
主
要
幹
線
道
路
（
国
道
、
県
道
、
町
道
、
公
衆
の
交

通
に
供
す
る
林
道
及
び
農
道
並
び
に
事
業
地
内
の
主
要

な
道
路
を
い
う
。
第
２
の
６
の
⑶
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
路
肩
か
ら
の
水
平
距
離
が

2
0メ
ー
ト
ル
以
内
の
土
地

及
び
主
要
幹
線
道
路
以
外
の
道
路
の
路
肩
か
ら
の
水
平

距
離
が

10
メ
ー
ト
ル
以
内
の
土
地

 

 
 
 

(ウ
) 
敷
地
境
界
線
（
道
路
境
界
線
を
除
く
。
）
か
ら
の
水

平
距
離
が
３
メ
ー
ト
ル
以
内
の
土
地
（
保
養
地
域
又
は

緩
衝
地
域
に
存
す
る
土
地
に
限
る
。
）

 

【
解
説
】
保
存
緑
地
（
要
綱
第
４
の
１
の
⑻
の
ア
）
 

 
「
緑
地
と
し
て
保
存
し
、
保
全
す
る
」
と
は
、
原
則
と
し
て
緑

地
部
分
に
は
、
建
築
物
や
工
作
物
を
設
け
ず
、
緑
地
部
分
を
保
持

す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
た
だ
し
、
宅
地
部
分
へ
の
出
入
り
の
た

め
の
通
路
の
設
置
や
上
屋
の
な
い
駐
車
場
の
設
置
な
ど
、
必
要
最

小
限
の
点
的
な
利
用
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

 

                                

【
要
綱
第
４
の
１
の
⑻
の
ア
】
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
【
要
領
第
２
の
８
の
⑴
】
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イ
 
土
地
利
用
行
為
に
伴
い
設
置
さ
れ
る
道
路
、
排
水
施
設
、

し
尿
処
理
施
設
、
ご
み
処
理
施
設
、
防
災
施
設
等
の
管
理

体
制
が
、
明
確
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
ウ
 
土
地
の
形
質
変
更
及
び
埋
立
て
は
最
小
限
に
と
ど
め
、

多
量
な
土
石
の
移
動
を
極
力
避
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
ず
土
石
を
移
動
す
る
と

き
は
、
段
切
り
、
擁
壁
、
水
抜
の
設
置
等
を
適
切
に
行
い
、

土
石
の
流
出
の
防
止
に
万
全
を
期
す
る
も
の
と
す
る
。

 

                              

    
⑵
 
大
規
模
の
基
準
の
ウ
の
土
地
の
形
質
変
更
及
び
埋
立
て
の

制
限
は
、
ア
又
は
イ
に
掲
げ
る
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ア

又
は
イ
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

 

 
 
ア
 
ゴ
ル
フ
場

 
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

 

 
 
 

(ア
) 
地
形
勾
配
が

30
度
を
超
え
る
傾
斜
地
に
お
い
て
は
、

原
則
と
し
て
土
地
の
形
質
変
更
及
び
埋
立
て
を
行
わ
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
 

(イ
) 
土
石
の
移
動
量
は
、

8
.
3
3万
立
方
メ
ー
ト
ル
に
ホ
ー

ル
数
を
乗
じ
た
数
量
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
イ
 
ス
キ
ー
場

 
ゲ
レ
ン
デ
、
ス
キ
ー
コ
ー
ス
等
の
造
成
又

は
索
道
の
架
設
に
あ
た
っ
て
は
、
自
然
環
境
の
保
護
等
を

考
慮
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

 
⑶
 
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲
げ
る

区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
か
ら
エ
ま
で
に
定
め
る
と
お
り

と
す
る
。

 

 
 
ア
 
ゴ
ル
フ
場

 
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

 

 
 
 

(ア
) 
ゴ
ル
フ
場
利
用
者
以
外
の
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た

め
、
主
要
幹
線
道
路
又
は
集
落
等
か
ら
ゴ
ル
フ
コ
ー
ス

ま
で
は
、
相
当
距
離
の
緩
衝
地
帯
を
設
け
、
そ
の
間
は

で
き
る
限
り
樹
林
帯
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
 

(イ
) 
建
築
物
の
水
平
投
影
外
周
線
と
道
路
の
路
肩
と
の
水

平
距
離
が
、

1
0メ
ー
ト
ル
（
主
要
幹
線
道
路
に
あ
っ
て

は
2
0メ
ー
ト
ル
）
以
上
離
れ
て
い
る
こ
と
。

 

 
 
イ
 
ス
キ
ー
場

 
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

 

 
 
 

(ア
) 
建
築
物
は
、
建
ぺ
い
率
を

2
0パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す

る
と
と
も
に
、
一
棟
当
た
り
の
建
築
面
積
を

2
,
00
0平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
 

(イ
) 
建
築
物
の
水
平
投
影
外
周
線
と
道
路
の
路
肩
と
の
水

平
距
離
が
、

1
0メ
ー
ト
ル
（
主
要
幹
線
道
路
に
あ
っ
て

は
2
0メ
ー
ト
ル
）
以
上
離
れ
て
い
る
こ
と
。

 

 
 
ウ
 
遊
園
地

 
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
 

                                      

【
要
綱
第
４
の
１
の
⑻
の
イ
～
ウ
】
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
【
要
領
第
２
の
８
の
⑵
～
⑶
の
ウ
】
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                        ２
 
環
境
保
護
対
策

 

 
⑴
 
廃
棄
物
に
係
る
基
準

 

 
 
ア
 
事
業
地
に
係
る
廃
棄
物
は
、
土
地
利
用
行
為
者
の
責
任

に
お
い
て
、
事
業
地
内
に
保
管
場
所
を
設
け
、
適
正
に
保

管
す
る
と
と
も
に
、
収
集
運
搬
業
者
に
委
託
し
、
又
は
自

ら
廃
棄
物
処
理
施
設
に
搬
入
し
、
適
正
に
処
分
す
る
こ
と
。
 

 
 
イ
 
廃
棄
物
の
自
己
処
理
並
び
に
資
源
化
及
び
再
利
用
を
積

極
的
に
行
い
、
廃
棄
物
の
減
量
に
努
め
る
こ
と
。

 

      

 
 
 

(ア
) 
事
業
地
の
周
辺
部
は
、
修
景
、
植
栽
を
行
う
も
の
と

し
、
建
築
物
等
は
境
界
と
近
接
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。
 

 
 
 

(イ
) 
拡
声
器
の
設
置
に
あ
た
っ
て
は
、
周
囲
の
環
境
に
支

障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
エ
 
別
荘
団
地

 
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

 

 
 
 

(ア
) 
分
譲
地
の
造
成
に
係
る
建
築
物
等
は
、
道
路
、
給
排

水
施
設
、
境
界
杭
等
居
住
者
の
日
常
生
活
に
必
要
で
あ

り
、
か
つ
、
共
通
に
整
備
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
こ

と
。
 

 
 
 

(イ
) 
建
築
物
の
建
築
に
あ
た
り
、
樹
林
を
可
能
な
限
り
残

存
さ
せ
、
当
該
建
築
物
が
周
囲
の
風
致
又
は
景
観
と
調

和
す
る
よ
う
積
極
的
に
修
景
植
栽
を
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。

 

 
⑷
 
大
規
模
開
発
行
為
の
実
施
に
伴
い
設
置
等
す
る
広
告
物

(
屋
外
又
は
公
衆
が
屋
外
か
ら
容
易
に
望
見
で
き
る
屋
内
に
設

け
る
も
の
に
限
り
、
法
令
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
処
分
に
よ
る

義
務
の
履
行
と
し
て
設
置
等
す
る
も
の
を
除
く
。
)は
、
次
に

掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
ア
 
建
築
物
の
屋
上
に
設
置
等
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

 

 
 
イ
 
建
築
物
の
壁
面
に
直
接
表
示
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

 

 
 
ウ
 
地
色
の
彩
度
が
４
以
下
で
あ
り
、
か
つ
地
色
以
外
の
色

の
彩
度
が
６
以
下
で
あ
る
こ
と
。

 

 
（
環
境
保
護
対
策
の
基
準
の
取
り
扱
い
）

 

第
３
 
事
業
地
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
は
、
要
綱
第
４
の
２
の
⑴

に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
⑴
 
廃
棄
物
の
分
別
は
、
町
が
定
め
た
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
搬
入
す
る
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お

い
て
、
別
に
定
め
る
適
切
な
方
法
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

 

 
⑵
 
廃
棄
物
の
容
器
は
、
町
の
指
定
袋
（
軽
井
沢
町
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(昭
和
4
7年
軽
井

沢
町
規
則
第
７
号

)第
２
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を

用
い
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

 
⑶
 
１
戸
建
て
の
住
宅
か
ら
排
出
さ
れ
る
も
の
は
、
当
該
住
宅

の
存
す
る
地
区
に
係
る
町
が
指
定
す
る
場
所
に
排
出
す
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

 

                                      

【
要
綱
第
４
の
２
の
⑴
】

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
【
要
領
第
２
の
８
の
⑶
の
ウ
の

(ア
)～
第
３
の
１
の
⑶
】
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⑵
 
地
下
水
の
利
用
の
基
準

 
地
下
水
の
利
用
は
、
軽
井
沢
町

地
下
水
保
全
条
例
（
平
成

2
4年
軽
井
沢
町
条
例
第

2
1号
）
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
目
的
に
照
ら
し
、
そ
の
他
の
方

法
に
よ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
利
用
が
適
当

と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
次
の
要
件
を
備
え

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

 
 
ア
 
公
共
用
上
水
道
等
の
水
源
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
地
域

で
取
水
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
利
用
が

や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
渇
水
期
に

お
け
る
揚
水
試
験
に
よ
り
、
そ
の
影
響
範
囲
を
調
査
し
、

公
共
用
上
水
道
等
の
水
源
と
の
相
互
干
渉
の
少
な
い
地
点

に
お
い
て
取
水
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 
イ
 
湧
水
又
は
河
川
を
利
用
す
る
者
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ

れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
 
ウ
 
既
存
の
水
道
施
設
の
水
量
、
水
質
そ
の
他
の
原
状
の
維

持
に
支
障
が
な
い
よ
う
水
源
の
周
辺
の
原
状
の
保
護
そ
の

他
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
水
道
施
設
の
水
平
投
影
外
周
線
に
囲
ま
れ
た
土
地

か
ら
の
水
平
距
離
が

3
0メ
ー
ト
ル
以
内
の
土
地
に
建
築
物

等
を
築
造
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該

水
道
施
設
の
管
理
者
と
協
議
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

 
⑶
 
良
好
な
生
活
環
境
の
保
持
の
基
準

 

 
 
ア
 
保
養
地
域
に
は
、
高
音
又
は
臭
気
等
を
発
し
、
周
囲
の

静
穏
又
は
清
涼
な
環
境
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
施
設
及

び
不
特
定
多
数
の
者
の
利
用
を
目
的
と
す
る
施
設
の
設
置

を
避
け
、
当
該
地
域
の
良
好
な
生
活
環
境
を
保
持
す
る
こ

と
。

 

 
⑷
 
町
が
定
め
た
排
出
時
間
等
を
遵
守
し
、
廃
棄
物
が
野
生
動

物
の
餌
と
な
ら
な
い
よ
う
適
切
に
処
理
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。
 

 
⑸
 
生
ご
み
（
一
般
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
（
昭
和

4
5年
法
律
第

1
3
7号
）
第
２
条
第
２
項
に
規

定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
除
く
。
）
は
、
汚
泥
再
生
処
理

セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
処
理
施
設
へ
の
搬
入
又
は
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
再
資
源
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

 
⑹
 
資
源
化
又
は
再
利
用
が
困
難
な
た
め
、
や
む
を
得
ず
廃
棄

物
と
し
て
処
理
す
る
も
の
は
、
生
ご
み
処
理
機
等
を
活
用
し
、

廃
棄
物
の
減
容
及
び
減
量
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

 

                           

                                      

【
要
綱
第
４
の
２
の
⑵
～
⑶
の
ア
】
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
【
要
領
第
３
の
１
の
⑷
～
⑹
】
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イ
 
夏
期
に
お
け
る
建
設
工
事
そ
の
他
の
事
業
地
周
辺
の
静

穏
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
自
粛

し
、
良
好
な
生
活
環
境
の
保
持
に
努
め
る
こ
と
。

 

                                   
⑷
 
大
規
模
開
発
行
為
の
基
準

 
事
業
地
及
び
そ
の
周
辺
の
良

２
 
要
綱
第
４
の
２
の
⑶
の
イ
の
夏
期
に
お
け
る
建
設
工
事
そ
の

他
の
事
業
地
周
辺
の
静
穏
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

あ
る
行
為
（
以
下
２
に
お
い
て
「
建
設
工
事
等
」
と
い
う
。
）

の
実
施
の
自
粛
の
取
り
扱
い
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

 

                
⑴
 
７
月
2
5日
か
ら
８
月

3
1日
ま
で
の
間
は
、
原
則
と
し
て
建

設
工
事
等
は
実
施
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
業
地

周
辺
の
状
況
、
工
事
の
内
容
等
を
勘
案
し
、
実
施
す
る
こ
と

が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
杭
打
工
事
そ
の
他

の
騒
音
又
は
振
動
を
生
ず
る
も
の
及
び
ク
レ
ー
ン
車
そ
の
他

の
大
型
工
事
用
車
両
の
移
動
を
伴
い
、
周
辺
の
交
通
に
支
障

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
土
地

利
用
行
為
者
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
町
民
等
、
近
隣
の
土
地
所

有
者
等
そ
の
他
の
当
該
工
事
等
の
実
施
に
よ
り
そ
の
生
活
環

境
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
者
の
理
解
を
得
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
の
間
に
限
り
、

実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

 
⑵
 
土
地
利
用
行
為
者
は
、
前
号
の
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
よ

り
、
条
例
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
し
た
土
地

利
用
行
為
に
係
る
建
設
工
事
等
を
、
や
む
を
得
ず
行
お
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
町
長
に
届
け
出
る

も
の
と
す
る
。

 

 

【
関
連
】
保
養
地
域
に
お
け
る
静
穏
の
確
保

 

 
風
俗
要
綱
に
よ
り
、
保
養
地
域
内
の
静
穏
を
保
持
す
る
た
め
、

自
己
所
有
地
以
外
の
場
所
に
お
け
る
次
の
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

 

 
・
自
動
車
等
の
長
時
間
駐
車
、
自
動
車
に
よ
る
宿
泊

 

 
・
自
動
車
等
の
エ
ン
ジ
ン
を
不
要
に
長
く
始
動
し
た
ま
ま
停
車

す
る
こ
と
。

 

 
・
自
動
車
等
を
集
団
で
走
行
し
、
不
要
な
警
笛
を
鳴
ら
し
高
音

を
発
す
る
こ
と
。

 

 
・
携
帯
ラ
ジ
オ
等
に
よ
る
高
音
を
発
し
た
り
、
大
声
を
出
し
た

り
し
て
付
近
の
静
穏
や
風
紀
を
乱
す
こ
と
。

 

【
関
連
】
公
序
良
俗
の
保
持

 

風
俗
要
綱
に
よ
り
、
町
内
全
域
に
お
い
て
、
次
の
行
為
が
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

 

 
・
極
端
に
露
出
し
た
服
装
や
室
内
着
で
の
外
出

 

 
・
著
し
く
悪
臭
を
発
散
さ
せ
、
又
は
騒
音
を
発
し
、
或
い
は
大

声
を
出
す
な
ど
の
行
為

 

 
・
公
園
、
公
共
広
場
等
を
集
団
で
占
拠
し
て
、
他
の
利
用
者
に

迷
惑
を
か
け
る
行
為

 

 
・
そ
の
他
公
序
良
俗
に
反
し
、
風
紀
を
乱
す
行
為

 

【
解
説
】
実
施
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
建
設
工
事
等

 
（
要
領
第
３
の
２
の
⑴
）

 

 
事
業
地
周
辺
の
状
況
、
工
事
の
内
容
等
を
勘
案
し
、
実
施
す
る

こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
は
、
非
常
災
害
の

た
め
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行
う
も
の
や
公
共
上
下
水
道
、
電

気
供
給
、
電
気
通
信
等
の
公
益
性
の
高
い
生
活
基
盤
の
維
持
の
た

め
必
要
不
可
欠
な
も
の
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

 

           

【
要
綱
第
４
の
２
の
⑶
の
イ
～
⑷
】
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
【
要
領
第
３
の
２
】
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好
な
生
活
環
境
の
形
成
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

３
 
文
化
財
等
保
護
対
策

 

 
 
事
業
地
及
び
そ
の
周
辺
に
文
化
財
若
し
く
は
史
跡
又
は
こ
れ

ら
に
準
ず
る
巨
樹
若
し
く
は
古
木
が
存
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
教
育
委
員
会
と
協
議
す
る
こ
と
。

 

           
（
説
明
の
対
象
者
）

 

第
５

 
規
則
第
６
条
で
規
定
す
る
説
明
の
対
象
者
は
、
次
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

 

 
⑴
 
規
則
第
６
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
の
対
象
者

は
、
土
地
所
有
者
等
と
す
る
。

 

 
⑵
 
規
則
第
６
条
第
１
項
第
５
号
及
び
第
６
号
の
対
象
者
は
、

境
界
線
に
接
す
る
土
地
に
あ
っ
て
は
町
民
等
及
び
土
地
所
有

者
等
と
し
、
境
界
線
に
接
す
る
土
地
以
外
の
土
地
に
あ
っ
て

は
居
住
を
目
的
と
す
る
建
築
物
に
係
る
権
利
を
有
す
る
者
と

す
る
。

 

             

  
（
文
化
財
等
保
護
対
策
の
基
準
の
取
り
扱
い
）

 

第
４
 
要
綱
第
４
の
３
の
協
議
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
⑴
 
既
存
文
献
等
に
よ
り
、
事
業
地
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る

文
化
財
若
し
く
は
史
跡
又
は
そ
れ
ら
に
準
ず
る
巨
樹
若
し
く

は
古
木
（
以
下
第
４
に
お
い
て
「
文
化
財
等
」
と
い
う
。
）

の
有
無
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
確
認
す
る
と
と
も
に
、
保
全
す

べ
き
文
化
財
等
の
有
無
を
教
育
委
員
会
に
確
認
し
、
当
該
文

化
財
等
の
保
全
方
法
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
。

 

 
⑵
 
土
地
利
用
行
為
に
着
手
し
た
後
に
、
事
業
地
の
区
域
内
に

お
い
て
新
た
な
文
化
財
等
が
確
認
さ
れ
た
と
き
は
、
現
状
を

変
更
す
る
事
な
く
、
速
や
か
に
、
教
育
委
員
会
と
協
議
し
、

そ
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

 

                        

               【
解
説
】
地
域
住
民
等
と
の
協
議
・
調
整

 
（
条
例
第
８
条
、
規
則
第
６
条
、
要
綱
第
５
）

 

 
土
地
所
有
者
等
の
相
互
関
係
（
相
隣
関
係
）
や
周
辺
地
域
と
の

調
和
な
ど
に
つ
い
て
、
諸
法
令
や
要
綱
等
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

そ
の
地
域
独
自
の
慣
習
等
を
考
慮
し
、
良
好
な
環
境
を
確
保
す
る

た
め
の
相
互
扶
助
的
な
事
前
調
整
を
行
っ
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。 

 
な
お
、
こ
れ
ら
の
事
前
調
整
に
町
が
直
接
関
与
す
る
こ
と
は
適

当
で
は
な
い
た
め
、
当
事
者
間
の
調
整
に
委
ね
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
町
で
は
、
事
業
者
に
近
隣
と
の
協
議
経
過
書
の
提
出
を
求
め

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

 

 
協
議
範
囲
の
起
点
と
な
る
事
業
地
の
境
界
線
に
つ
い
て
は
、
事

業
者
本
人
が
対
象
者
と
な
る
な
ど
の
齟
齬
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
、
事
業
地
に
隣
接
す
る
土
地
を
事
業
者
本
人
が
所
有
す
る

場
合
や
、
事
業
者
に
関
連
す
る
方
が
所
有
者
で
あ
る
場
合
な
ど
に

は
、
そ
の
隣
接
地
も
事
業
地
の
一
部
と
み
な
し
て
、
協
議
範
囲
を

定
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

 

 
ま
た
、
土
地
所
有
者
等
が
遠
隔
地
に
居
住
し
て
お
り
、
直
接
協

議
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、
郵
送
に
よ
る
協
議
と
し
て
い
た

だ
く
こ
と
も
可
能
で
す
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
配
達
証
明
な
ど
に

よ
り
、
相
手
方
に
確
実
に
到
達
し
た
こ
と
や
相
手
方
か
ら
の
返
信

な
ど
に
よ
り
、
意
思
確
認
が
完
了
し
て
い
る
状
況
を
確
認
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

 

 

【
要
綱
第
４
の
３
～
第
５
】
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
【
要
領
第
４
】
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（
土
地
利
用
行
為
計
画
策
定
等
）

 

第
６

 
土
地
利
用
行
為
計
画
の
策
定
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

 

 
⑴
 
条
例
第
７
条
第
１
項
の
土
地
利
用
行
為
協
議
書
を
提
出
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
５
に
規
定
す
る
説

明
の
対
象
者
に
対
し
、
当
該
土
地
利
用
行
為
協
議
書
に
係
る

土
地
利
用
行
為
の
内
容
を
説
明
し
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
尊
重

す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
理
解
を
得
る
た
め
、
十
分
な
協

議
及
び
調
整
を
行
う
こ
と
。

 

 
⑵
 
条
例
第
７
条
第
１
項
の
土
地
利
用
行
為
協
議
書
を
提
出
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
事
業
地
が
存
す
る
地

域
に
係
る
区
長
に
対
し
、
当
該
土
地
利
用
行
為
協
議
書
に
係

る
土
地
利
用
行
為
の
内
容
を
説
明
す
る
こ
と
。

 

                         

          
（
土
地
利
用
行
為
計
画
の
策
定
の
方
法
等
）

 

第
５
 
要
綱
第
６
の
⑵
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
土
地
利
用
行
為
以
外
の
も
の
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
区

長
に
対
す
る
説
明
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

 
⑴
 
大
規
模
開
発
行
為
で
あ
る
も
の

 

      
⑵
 
大
規
模
建
築
物
の
建
築

 

           
⑶
 
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
町
長
が
、
土
地
利
用

行
為
者
に
よ
る
区
長
に
対
す
る
説
明
を
行
う
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
も
の

 

２
 
条
例
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
利
用
行
為
協
議
書

の
提
出
を
必
要
と
す
る
土
地
利
用
行
為
が
、
収
容
人
数

1
00
人
以

上
の
宿
泊
施
設
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
土
地
利
用
行
為

者
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
施
設
に
係
る
事
業
者
組
合
そ
の
他

の
関
係
団
体
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

 

         【
解
説
】
継
続
事
業
等
の
取
り
扱
い

 
（
条
例
第
７
条
第
３
項
、
要
領
第
５
）
 

 
単
体
で
は
協
議
書
の
提
出
が
必
要
な
規
模
に
満
た
な
い
も
の
で

あ
っ
て
も
、
一
体
的
又
は
継
続
的
に
行
わ
れ
、
全
体
の
規
模
が
協

議
書
の
提
出
が
必
要
な
規
模
を
超
え
る
場
合
は
、
相
当
程
度
の
環

境
へ
の
影
響
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
協
議
書
提
出
対
象
と
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
事
業
者
が
異
な
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
一
体
的
又
は
継
続
的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
は
、
連
名
に
よ
る
協
議
書
の
提
出
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

 

【
解
説
】
大
規
模
建
築
物
（
要
領
第
５
の
１
の
⑵
）

 

 
大
規
模
建
築
物
は
、
県
が
定
め
た
浅
間
山
麓
景
観
育
成
重
点
地

域
景
観
計
画
に
お
け
る
大
規
模
建
築
物
に
準
じ
て
い
ま
す
。
同
計

画
で
は
、「
高
さ

13
ｍ
を
超
え
る
建
築
物
」
と
「
建
築
面
積
が

1,
0
0
0

㎡
を
超
え
る
建
築
物
」
を
大
規
模
建
築
物
と
し
て
い
ま
す
が
、
軽

井
沢
町
の
区
域
で
は
、

13
ｍ
を
超
え
る
建
築
物
は
原
則
と
し
て
建

築
で
き
な
い
た
め
、
高
さ
の
規
定
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

 

 
た
だ
し
、
取
扱
要
領
第
２
の
３
の
⑵
の
規
定
に
よ
り
「
や
む
を

得
ず
1
3ｍ
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
公
益
的
施
設
」
は
、
大
規
模
建

築
物
と
み
な
す
こ
と
と
し
て
お
り
、
実
質
的
に
は
県
の
景
観
計
画

に
お
け
る
大
規
模
建
築
物
と
同
一
と
し
て
い
ま
す
。

 

   【
解
説
】
事
業
者
組
合
そ
の
他
の
関
係
団
体

 
（
要
領
第
５
の
２
）
 

 
事
業
者
組
合
そ
の
他
の
関
係
団
体
と
は
、
軽
井
沢
ホ
テ
ル
旅
館

組
合
、
軽
井
沢
観
光
協
会
等
の
団
体
を
指
し
ま
す
。

 

【
要
綱
第
６
】
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
【
要
領
第
５
の
１
～
２
】
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（
協
議
終
了
確
認
書
の
縦
覧
）

 

第
７

 
町
長
は
、
協
議
終
了
確
認
書
を
通
知
し
た
と
き
は
、
こ
れ

に
係
る
土
地
利
用
行
為
の
実
施
計
画
の
概
要
を
公
衆
の
縦
覧
に

供
す
る
も
の
と
す
る
。

 

  
（
自
然
保
護
協
定
の
締
結
）

 

第
８

 
実
施
し
よ
う
と
す
る
土
地
利
用
行
為
が
、
大
規
模
開
発
行

為
で
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
町
長
と
、
自
然
環
境
の
保
護

上
の
支
障
の
防
止
、
植
生
の
回
復
そ
の
他
の
自
然
保
護
の
た
め

に
必
要
な
事
項
を
内
容
と
す
る
自
然
保
護
協
定
を
締
結
す
る
こ

と
。

 

      
（
土
地
利
用
行
為
に
係
る
標
識
の
設
置
）

 

第
９

 
事
前
協
議
を
終
了
し
た
土
地
利
用
行
為
に
係
る
工
事
を
実

施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
工
事
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、

事
業
地
の
区
域
内
の
見
や
す
い
位
置
に
当
該
協
議
対
象
土
地
利

用
行
為
の
種
類
、
規
模
、
こ
れ
に
係
る
工
事
の
概
要
及
び
完
了

予
定
日
並
び
に
土
地
利
用
行
為
者
又
は
そ
の
代
理
者
の
連
絡
先

を
記
載
し
た
標
識
を
設
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
建
築
基
準
法

第
8
9条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
表
示
が
な
さ
れ
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

  
（
権
利
の
移
動
）

 

第
1
0 
実
施
し
よ
う
と
す
る
協
議
対
象
土
地
利
用
行
為
に
係
る
権

利
を
移
動
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
移
動
に
伴
い
新
た
に

権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
（
以
下
「
取
得
者
」
と
い
う
。
）

が
、
第
４
に
掲
げ
る
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
を
当
該
権
利
の
移

動
の
条
件
と
し
、
取
得
者
が
そ
の
旨
理
解
し
た
こ
と
を
、
書
面

の
提
出
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
取
得
者
は
、
そ
の
権
利
の
移
動
を
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
そ
の
旨
を
町
長
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
当
該
土
地

利
用
行
為
に
係
る
義
務
を
履
行
し
、
及
び
そ
の
責
め
を
負
う
こ

と
。

 

 

３
 
要
綱
第
７
の
縦
覧
は
、
当
該
事
業
の
種
類
、
規
模
、
場
所
、

着
手
予
定
日
及
び
完
了
予
定
日
を
記
載
し
た
書
面
を
役
場
に
備

え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

  ４
 
要
綱
第
８
に
規
定
す
る
自
然
保
護
協
定
は
、
当
該
協
定
の
対

象
と
な
る
土
地
利
用
行
為
が
保
養
地
域
又
は
緩
衝
地
域
内
の
土

地
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
長
野
県
知
事
及
び
町
長

と
長
野
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和

46
年
長
野
県
条
例
第

3
5

号
）
第

23
条
に
規
定
す
る
自
然
保
護
協
定
を
締
結
す
る
も
の
と

し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
準
じ

て
町
長
と
自
然
保
護
協
定
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

 

              ５
 
条
例
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
利
用
行
為
協
議
書

の
提
出
を
必
要
と
す
る
土
地
利
用
行
為
が
、
大
規
模
開
発
行
為

で
あ
る
と
き
の
事
業
地
に
係
る
権
利
の
移
動
は
、
要
綱
第

1
0に

規
定
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

 

 
⑴
 
土
地
利
用
行
為
者
は
、
事
業
地
に
係
る
権
利
の
移
動
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
事
業
地
を
区
域
と
し
、

か
つ
、
要
綱
第
４
に
掲
げ
る
自
然
保
護
対
策
基
準
に
係
る
事

項
を
内
容
と
す
る
景
観
協
定
（
景
観
法
（
平
成

16
年
法
律
第

1
1
0号
）
第
8
1条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
建
築
協

定
（
建
築
基
準
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

20
1号
）
第
6
9条
に
規

定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
⑵
 
土
地
利
用
行
為
者
は
、
取
得
者
（
要
綱
第

1
0に
規
定
す
る

    【
解
説
】
自
然
保
護
協
定
（
要
綱
第
８
、
要
領
第
５
の
４
）

 

 
自
然
保
護
協
定
は
、
地
域
の
実
情
に
即
し
自
然
保
護
に
留
意
し

た
開
発
を
行
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
行
為
の
行
わ
れ
る
地
域
の

特
殊
性
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
最
善
の
自
然
保
護
対
策
及
び
必
要

な
安
全
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
措
置
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
 

 
具
体
的
な
協
定
の
内
容
は
、
長
野
県
自
然
環
境
保
全
条
例
取
扱

要
領
（
昭
和

5
4年
制
定
）
の
別
表
第
３
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
必

要
な
も
の
に
つ
い
て
当
事
者
の
間
で
協
議
し
、
締
結
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

 

           【
解
説
】
事
業
地
に
係
る
権
利
の
移
動
に
関
す
る
基
準

 
（
要
綱
第

10
、
要
領
第
５
の
５
）

 

 
将
来
に
わ
た
り
、
良
好
な
環
境
を
保
持
し
て
い
た
だ
く
た
め
、

別
荘
地
の
分
譲
な
ど
の
事
業
に
係
る
権
利
の
移
動
に
際
し
て
、
要

綱
や
取
扱
要
領
の
内
容
を
十
分
周
知
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

 

 
ま
た
、
当
該
事
業
が
、
大
規
模
開
発
行
為
で
あ
る
と
き
は
、
土

地
の
譲
渡
後
に
お
い
て
も
良
好
な
環
境
を
保
持
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
、
景
観
協
定
や
建
築
協
定
を
締
結
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

 

な
お
、
事
業
の
一
環
と
し
て
権
利
の
移
動
を
行
う
の
で
は
な
く
、

事
業
そ
の
も
の
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
譲
渡
を
受
け
事
業
を
承

継
し
た
方
か
ら
、
町
に
そ
の
旨
の
ご
報
告
を
頂
く
こ
と
と
し
て
い

【
要
綱
第
７
～
第

1
0】

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
【
要
領
第
５
の
３
～
５
の
⑵
】
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（
公
共
施
設
の
維
持
管
理
）

 

第
1
1 
土
地
利
用
行
為
に
係
る
公
共
施
設
の
維
持
管
理
を
適
切
に

行
う
た
め
、
管
理
（
保
安
管
理
を
含
む
。
）
体
制
を
整
備
し
、

自
然
保
護
対
策
、
環
境
保
護
対
策
そ
の
他
の
対
策
を
積
極
的
に

推
進
す
る
こ
と
。

 

  
（
自
然
保
護
対
策
会
議
の
設
置
）

 

第
1
2 
条
例
、
規
則
及
び
こ
の
要
綱
の
適
切
か
つ
公
正
な
運
用
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
自
然
環
境
の
保
護
等
を
推
進
す
る
た
め
、

副
町
長
を
長
と
し
、
関
係
課
の
課
長
、
係
長
そ
の
他
の
職
員
で

構
成
す
る
自
然
保
護
対
策
会
議
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

 

 

軽
井
沢
町
の
自
然
保
護
対
策
要
綱

 

昭
和

4
7年

1
0月
１
日

 
告
示
第

1
3
号
 

 
改
正
 
昭
和

48
年
1
1月
１
日

 
 
告
示
第

1
4号

 

 
 〃

  
昭
和

49
年
３
月
１
日

 
告
示
第
４
号

 

 
 〃

  
平
成
８
年
９
月

2
5日

 
告
示
第

1
4号

 

 
 〃

  
平
成

13
年
１
月
６
日

 
告
示
第

4
3号

 

 
 〃

  
平
成

13
年
1
2月
５
日

 
告
示
第

2
7号

 

 
 〃

  
平
成

16
年
８
月

2
7日

 
告
示
第

2
6号

 

 
 〃

  
平
成

17
年
1
2月

1
9日

 
告
示
第

7
6号

 

 
 〃

  
平
成

19
年
３
月

2
7日

 
告
示
第

2
5号

 

 
 〃

  
平
成

19
年
７
月

3
1日

 
告
示
第

5
1号

 

 
 〃

  
平
成

22
年
９
月
１
日

 
告
示
第

4
3号

 

 
 〃

  
平
成

25
年
５
月

1
0日

 
告
示
第

3
1号

 

 
 〃

  
平
成

29
年
1
2月
１
日

 
告
示
第

3
7号

 

も
の
を
い
う
。
⑶
及
び
⑷
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
⑴

の
協
定
の
内
容
を
、
書
面
を
交
付
す
る
方
法
に
よ
り
説
明
す

る
も
の
と
す
る
。

 

 
⑶
 
土
地
利
用
行
為
者
は
、
取
得
者
に
対
し
、
分
譲
区
画
と
さ

れ
る
べ
き
土
地
と
保
存
緑
地
と
さ
れ
る
べ
き
土
地
と
の
区
分

を
、
図
面
を
も
っ
て
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 
⑷
 
土
地
利
用
行
為
者
は
、
取
得
者
に
対
し
、
取
得
す
る
区
画

は
原
則
と
し
て
再
分
割
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
事
業
地
に

係
る
権
利
の
移
動
の
条
件
と
し
、
取
得
者
が
そ
の
旨
理
解
し

た
こ
と
を
書
面
の
提
出
を
求
め
る
方
法
に
よ
り
確
認
す
る
も

の
と
す
る
。

 

             

軽
井
沢
町
の
自
然
保
護
対
策
要
綱
取
扱
要
領

 

平
成
８
年

1
0月
１
日

 
適
用

 

改
正
 
平
成
1
4年
１
月
１
日

 
適
用

 

 
 〃

 
 
平
成

16
年
８
月

3
0日

 
適
用

 

 
 〃

 
 
平
成

17
年
1
2月

1
9日

 
適
用

 

 
 〃

 
 
平
成

19
年
８
月
１
日

 
適
用

 

 
 〃

 
 
平
成

22
年
1
0月
１
日

 
適
用

 

 
 〃

 
 
平
成

27
年
４
月
１
日

 
適
用

 

 
 〃

 
 
平
成

29
年
1
2月
１
日

 
適
用

 

 
 〃

 
 
令
和
２
年
６
月

2
2日

 
適
用

 

 

ま
す
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

 

 

【
解
説
】
保
存
緑
地

 

 
保
存
緑
地
と
は
、
要
領
第
２
の
８
の
⑴
の
規
定
に
よ
り
保
存
す

る
緑
地
を
い
い
ま
す
。

 

             【
運
用
】
自
然
保
護
対
策
会
議
へ
の
提
案
基
準
（
要
綱
第

1
2）

 

 
自
然
保
護
対
策
会
議
へ
の
提
案
基
準
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

 

・
宿
泊
施
設
、
マ
ン
シ
ョ
ン
、
保
養
所
等
の
う
ち
、
敷
地
面
積

が
3
,0
0
0㎡
以
上
で
あ
る
も
の
（

3,
0
00
㎡
に
満
た
な
い
場
合

も
提
案
を
行
う
可
能
性
あ
り
）

 

 
・
大
規
模
開
発
行
為
と
な
る
宅
地
分
譲

 

 
・
そ
の
他
情
報
提
供
の
必
要
が
あ
る
も
の

 

 【
解
説
】
自
然
保
護
対
策
会
議
へ
提
出
す
る
資
料
（
要
綱
第

1
2）

 

 
会
議
へ
提
出
す
る
資
料
は
、
配
置
図
・
平
面
図
・
着
色
立
面
図
・

植
栽
計
画
図
・
関
係
機
関
（
部
署
）
と
の
協
議
記
録
・
そ
の
他
町

長
が
必
要
と
認
め
る
も
の
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

 

 
 

【
要
綱
第

1
1～
第

1
2】

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
【
要
領
第
５
の
５
の
⑶
～
⑷
】
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 〃

  
令
和
２
年
６
月

1
2日

 
告
示
第

2
5号

 

 
 〃

 
 
令
和
５
年
５
月

1
5日

 
告
示
第

2
7号
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建築物等の高さ制限

建築物等の高さが、周囲

の樹林の高さを超えるこ

とがないようにし、樹林と

建築物等との調和を保つ

ため定めています。

建築物等の外周が接す

る最低地盤からの絶対高

さを基準としています。

⇒（参考）24ページ

【最高高さ】

○商業地域を除く地域

10ｍ以下

○商業地域

13ｍ以下

10ｍ以下

平地の場合（商業地域を除く地域）

傾斜地の場合（商業地域を除く地域）

10ｍ以下

高さの緩和

傾斜地への建築の際の

基礎部分（屋内的用途が発

生しない場合のみ）は周囲

に植栽を施すことにより

高さの緩和が可能です。

⇒（参考）24ページ

２ｍ以内
まで緩和

10ｍ以下

３ｍ以内
まで緩和

※   は下部利用がない場合のみ緩和可能

５
ｍ

10ｍ以下

２
ｍ

建物の外周が接す
る高低差が３ｍを
超える場合の例

建物の外周が接す
る高低差が３ｍ未
満の場合の例

※   は下部利用がない場合のみ緩和可能
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特定道路等からの後退距離（要領第２の３の⑾）

敷地の奥行の 3分の１の考え方について（保養地域の例）

-- 46 - 

15ｍ 21ｍ 27ｍ

後退距離：９ｍ
後退距離：７ｍ

後退距離：５ｍ

敷地奥行きが30ｍ未満の際の

特定道路等からの後退距離

特定道路等

特定道路等からの後退距離 10ｍ

敷地奥行きが30ｍ以上の際の

特定道路等からの後退距離

建築可能範囲

・・・元の建築可能範囲 ・・・1/3 利用時に増加する

建築可能範囲

後退距離：５ｍ

13ｍ

40ｍ
30ｍ
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携帯電話等基地局の設置に関する取り扱い

携帯電話及びその他の無線通信技術（以下「携帯電話等」という）の普及に伴い基地局の設置

が進み、今後、通信技術の発達に併せ、また通信品質の向上を目的とし、設置数の増加が予測さ

れます。携帯電話等基地局に付属する電柱等は、高さや規模、設置位置などにより、景観へ与え

る影響が大きいことから、良好な景観を保全及び形成していくことを目的として、町内における

基地局の設置について以下の指針により取り扱います。

１．高さ

景観に配慮して必要最小限の高さとし、原則として

１５ｍ以下とする。

２．設置場所

次の事項に留意のうえ選定する。

・柱部分が自然林などに遮蔽される場所が望ましい。

・主要な視点場からの眺望を妨げる場所は避ける。

・歴史・文化的な景観資産の周辺は避ける。

・国道や主要地方道等の主要な道路沿いで、浅間山等

への良好な眺望を妨げる場所は避ける。

・住宅地やまとまりのある農地においては、目立つ場

所は避ける。

３．形状

・アンテナ部分はできる限り簡素な形態とする。

・鉄塔を設置する場合は、原則としてモノポール型とする。

４．色彩

背景との調和に留意し、電柱や設備機器類、フェンスが樹木等周辺環境になじむように、

茶系で低明度のもの（マンセル値5YR2/1 程度）とする。ただし、設置場所の周辺の状況か

ら別途配慮が必要な場合は、この限りでない。

５．緑化

道路から見える場所や自然公園区域内において設備機器類を設置する場合は、遮蔽効果

のある生垣等により緑化を行う。

６．共用化

基地局の設置が必要となった場合は、他社の基地局との共用化について検討する。

７．近隣説明

基地局設置に伴い近隣に与える影響を考慮し、近隣住民への説明を徹底する。

※既存設備について、更新する際は上記基準に沿って行う。

【全体計画の提出】

同一通信事業者の町内における基地局設置についての全体的な事業計画をあらかじめ提出

してください。また、提出した事業計画に変更があった場合は、変更後の事業計画を提出して

ください。

15ｍ以下
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自然保護対策要綱に基づく伐採の届出に係る取扱いについて 

 

【運用基準】木竹の伐採の届出の対象面積の算定方法 

 算定に用いる面積は、水平投影面積とし、伐採の種別毎に次のとおりとする。 

(1) 区画の皆伐の場合の面積 

   区画面積を届出対象面積とする。 

(2) 区画内の一部における一団の皆伐の場合の面積 

   区画内を３ｍメッシュで分割し、伐採する樹木の樹冠の水平投影を含むメッシュの面積の合計

を届出対象面積とする。ただし、１メッシュ内に含まれる樹冠の水平投影面積が当該樹冠の水平

投影面積全体の 20％未満であるメッシュの面積は合計に含めないことができる。 

 
 
                    残存樹木 
                    伐採樹木 
                    届出対象面積（  緩和可能部分 ） 
 
ア）簡易算定１ 

   届出対象面積の精査を行わないときは、区画面積を届出対象面積として届け出ることができ

る。 

イ）簡易算定２ 

工作物の築造又は建築物の建築等に先立ち行う一団の支障木の伐採面積は、当該工作物等の

水平投影外周線の外側３ｍまでの範囲の土地の面積を届出対象面積とすることができる。ただ

し、同一区画内の工作物等の支障となる部分以外の伐採面積は、(2)本文の方法により算定し、

その面積との合計面積を届出対象面積とする。 

 
 
 
                    工作物、建築物等の水平投影外周線 
                    届出対象面積 
 
【運用基準】届出を要しない日常の管理行為とみなす除間伐等の目安 

 要領第３の３の(2)のイに掲げる届出を要しない「木竹の保育のため必要な除伐、間伐」は、除伐又

は間伐する本数が現況樹木の概ね 20％以内であり、かつ、当該除伐又は間伐後に次表に掲げる標準残

存本数を下回らないものとする。 

優勢木の樹高（ｍ） 5 10 15 20 25 

優勢木の標準 

残存本数 

（本/100 ㎡毎） 

保養地域、緩衝地域、風致地区の宅地以外の土地 30 20 15 10 6 

保養地域、緩衝地域、風致地区の宅地 20 15 10 6 

その他の土地 15 10 6 

 ※優勢木とは、主木となる中高木のうち、生育状況が良好なものをいう。 

 ※樹高は、優勢木の平均樹高とする。 

 ※建築物の存する宅地における残存本数の算定の基本となる土地の面積は、建築物の水平投影面積を除くものとする。 

 （参考）標準残存本数は、林業（スギ・ヒノキ等）における除間伐基準を参考に、特性に応じた低減をした。 

道
路 

道
路 

樹冠の水平投影 
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屋屋外外ににおおけけるる音音楽楽演演奏奏等等にに対対すするる指指導導方方針針ににつついいてて 

 

屋外における音楽演奏等については周辺への影響等を考慮したうえで、下記の条

件をすべてクリアできるものについて認める。 

なお、地域の伝統行事・芸能及び公的行事における県警・自衛隊・学校等の楽器

演奏等については下記の条件は適用しない。また、イベント用の仮設テント等を使

用する場合で、全方位を遮蔽し、遮音幕を用いるなどして周囲に音が漏れることが

ない場合については、屋内におけるものとみなす。 

 

記 

 

１．都市計画区域の第 1種低層住居専用地域及び自然保護協定地以外であること。 

２．第 1種低層住居専用地域及び自然保護協定地並びに学校・病院・幼稚園・保育

園・福祉施設から 200ｍ以上離れた場所で実施するものであること。 

３．実施にあたっては、入場料・チャリティー募金を問わず料金を徴収するもので

ないこと。 

４．演奏楽器などの音量を増幅する機器等を使用しないものであること。 

５．演奏者の人数は５名以内であること。 

６．実施時間帯は、準備、片付けを含め原則午前９時から午後４時の間であること。 

７．演奏時間は、１日限りで原則１時間を超えないものであること。 

８．近隣の居住者に説明し理解を得ること。 

９．路上ライブ（私有地含む）、移動ステージ搭載車輌による演奏等は地域を問わ

ず認めない。 
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キッチンカー等の取り扱い 

 

 軽井沢町内にてキッチンカー等による販売行為を行う際には、軽井沢町の善

良なる風俗を維持するため、次のとおり基準を設ける。 

 

 

１．販売場所は、第一種低層住居専用地域及び自然保護協定地内でないこと。

また、駐車場等の一定の土地に限定することとし、道路上での販売でない

こと。 

 

２．軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例に基づく

事前協議を行うこと。ただし、事前協議が終了している興行等に出店する

場合を除く。 

 

３．キッチンカー出店の事前協議は営業開始日の 30 日以前に行うこと。 

 

４．車両（道路運送車両法で規定される車両）として常時移動できる状態と

し、車両ナンバー・車輪を備えていることとし、移動式建築物でないこ

と。 

 

５．屋外広告物を設置する際は、軽井沢町で看板を出すときのきまりの基準に

よること。 

 

６．呼び込み等は行わないこと。 

 

７．拡声放送等は行わないこと。 

 

８．臭気や騒音等苦情の無いよう十分に注意し、ごみのポイ捨てが発生しない

よう周知・対応を行うこと。 

屋外広告物
について
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屋外トランクルーム設置の際の付加基準について

【運用１】 コンテナを利用したトランクルームを設置する際の基準は以下の要件を備えるもの

とすること。

１． 第一種低層住居専用地域を除く地域に設置するものであること。

２． 特定道路等から望見できる土地への設置でないこと。

３． 一階（一段）建てまでとし、高さは必要最小限（概ね３ｍ）とすること。

４． 周囲に植栽を行うことにより、容易に望見できないよう努めること。なお、植栽は周囲の

支障とならない程度に後退させ、定期的に管理を行うこと。

【運用２】トランクルームの意匠は次のとおりとすること。

１． 屋根形状について、要領第２の３の⑺のア、イと同様の基準とする。この場合において、

緩和は認めない。

２． 色彩については、白・黒といった無彩色や茶系統とし、明度及び彩度について用途地域ご

との基準を遵守すること。

― 建築が認められる例 ―

                       

― 建築が認められない例 ―

屋根形状に関して、勾配や軒出等が必要

住宅等と同様に、コンテナが屋根と完全に一

体になっている形態とすること

屋根形状について、柱で支えるのみで吹き抜

けとなっている等コンテナと屋根が完全に

一体になっていないものは認めない

屋根やコンテナの色が無彩色や茶系統では

ないものは認めない

10
                                              

10
22

50cm 以上 50cm 以上

柱
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バルコニー及びベランダ（テラス）の取り扱い 

 
 要綱では、建築物の屋根の勾配については背景となる自然環境になじむ形態として 10分の 2（商業地域
にあっては 10分の 1）の勾配屋根とする規定がされています。バルコニーやベランダの大型化が進んでい
ることと屋根との区別化が明確でないため下記の取り扱いとします。 
 
【設置要件】 

 ・バルコニーについては設置できないものとする。（屋根及び庇に類する扱いとし、勾配をとることが義

務づけられ、利用は不可と考えられるため） 

 ・ベランダについては日常生活に必要であることを考慮し、必要最小限（建築面積に含まれない範囲と

して外壁から１ｍ以内の突き出しとする。ただし、１戸建ての住宅は２ｍ以内。）であれば設置可能と

する。 

 ・1 階部分のテラス(デッキ)については下部の利用がない場合は設置可能。(下部利用の場合は下部の屋

根とみなし勾配をとることが義務となるため設置不可) 

 

 
【事例１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事例２】下部を玄関ポーチ等で使用し建築面積の算入とする場合においても同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１ｍ以内（１戸建ての住

宅は２ｍ以内）をベラン

ダとして利用する場合 

設置不可 

１ｍ以内の範囲で設置可 
（※１戸建ての住宅は２ｍ以内） 

下部の利用が無い場合設置可 
１ｍ以内 

(１戸建ての住宅２ｍ以内) 

建建築築可可能能なな例例  

１ｍ（１戸建ての

住宅２ｍ）以内 

【下部利用がある計画】 
ベランダ幅１ｍ（１戸建ての住

宅は２ｍ）を超える場合 

     ↓ 

下部の利用部分を屋根で覆う 

１ｍ超える部分 

（１戸建ての住宅は２ｍ超える 

部分） 

 

２／１０以上の

傾斜かつ 50ｃｍ

以上の軒出の 

屋根を設置する 

１．5ｍ以上 

ルーフバルコニ－設置の場合

1.5ｍ以上下げる 
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複合片流れ形式の屋根の軒出の取り扱い 

 
 要綱では、軒出の最小値を 50cm と規定し、原則として四方の軒出を確保することを求めているが、こ
れは、軒出のある勾配屋根が形態的に自然環境となじみやすいことや、屋根と壁面を軒出により分節し圧

迫感等を軽減することなどを目的とするものであり、複合片流れであって、屋根面と屋根面が近接し、切

妻屋根等の棟に近似した形態を構成するものについては、水上側の軒出を省略しても、比較的支障がない

場合がある。このため、一定の条件を満たすものについて、緩和できるものとする。 
 
【緩和要件】 

 ・切妻屋根等の棟に近似した形態を構成する 2 枚の屋根の間にある外壁（屋根と同一材で仕上げた垂直
面及び勾配が 10分の 8を超える屋根を含む。以下同じ。）の高さが、１ｍ（下段の屋根の流れ方向の
長さが１ｍ未満のときは、その長さ）以下、かつ、その壁面が属する階の床面からの軒高の３分の１

以下であること。 
 ・切妻屋根等の棟に近似した形態を構成する 2 枚の屋根の間にある外壁の最大幅の３分の２以上が、当
該屋根に挟まれていること。 

 
【事例１】 

 

 

2FL 

軒高 

h 

h×1/3 

≦h×1/3 

かつ ≦1ｍ※ 

w 

w×2/3 

w 

w×2/3 

2FL 

軒高 

h 

h×1/3 

OK 

NG 

OK 

NG 

軒出省略可 

軒出省略不可 

OK 

NG 

OK 
NG 

※下段の屋根(庇)の流れ方向の長さが１ｍ未満のときは、その長さ 
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太太陽陽光光発発電電施施設設のの取取りり扱扱いい 

経済活動に伴う二酸化炭素などの温室効果ガスによる地球温暖化問題及び東日本大震

災に起因する東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、再生可能エネルギーとして

「太陽光発電」や「風力発電」などの新エネルギー施設の普及が急速に進んでいる。

軽井沢町としても自然環境への負荷軽減を推進するために、住宅用太陽光発電システ

ム導入補助事業等を実施しているとともに、当町議会においても「再生可能エネルギー

利用推進の町」を宣言していることから、新エネルギー施設のうち太陽光発電施設につ

いては積極的な推進を図るものとする。

ただし、風力発電施設については、軽井沢町の景観に重大な影響を与える可能性が高

いことから、教育用などの目的により公共施設内に設置される一部の施設を除き設置は

認めない。

計画敷地面積

施設設置面積

施 設 外 周 線

説 明 範 囲

計画敷地面積・施設設置面積・施設外周線の関係イメージ

50ｍまたは100ｍ

50ｍまたは100ｍ

50ｍまたは100ｍ

50ｍまたは100ｍ
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民泊施設等の取扱基準 

 

 

軽井沢町では、国際親善文化観光都市及び保健休養地としてのまちづくりを進めて

きており、多くの来訪者を受け入れることができるよう法令の手順を経て多数の宿泊

施設が設置され宿泊業の振興に努めるとともに、善良なる風俗の維持及び良好な自然

環境の保全に尽くしてきた。 

こうした経緯をふまえ、当町のこれまでにおける良好な環境の保持を最優先とする

必要があると判断し、引き続き清らかな環境と善良なる風俗を守るため、下記のとお

り基準を定める。 

 

 

                 記 

 

 

１．民泊施設（貸別荘を除く）は、町内全域において認めない。 

２．ベッド上で起臥できるだけの大きさのカプセル状（箱形）の小室を並べた簡易な

宿泊施設（いわゆる「カプセルホテルその他これに類する施設」）の設置は、町内

全域において認めない。 

 

 

 

 

 

 

○民泊施設とは、いかに示すものをいう。 

１．旅館業法（昭和23年法律第138号）において認可され営業される簡易宿所のう

ち、旅館業法施行令の一部を改正する政令（平成28年４月１日施工）により

床面積の規定が緩和されたことにより生じるもの。 

２．住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）により長野県に届出を行い、営業さ

れる民泊サービス。 

 

 ○貸別荘とは、別紙基準による。 
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貸別荘の取扱基準 

 

  軽井沢町では、善良なる風俗の維持及び別荘文化を保全する観点から、貸別荘に

ついて次のとおり基準を設け、清らかな環境を守り国際親善文化観光都市及び保健

休養地としてのまちづくりを進めるものとします。 

 

 

 

１．貸別荘とは、生業として、不特定の者に１ヶ月以上の契約期間で賃貸する戸建て

の住宅をいう。 

 

２．第１種低層住居専用地域及び自然保護協定等の締結地において、貸別荘はできな

いものとすること。 

 

３．貸別荘の建設又は既存建物から貸別荘へ用途変更を行う場合は、「軽井沢町の自

然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」の規定に基づき事前協議を

行うものとすること。 

 

４．不特定の者が宿泊することとなり宿泊施設と類似であることから、近隣説明を実

施する範囲は、行為地の敷地境界線から５０ｍの範囲とすること。 

 

５．軽井沢町の善良なる風俗を維持するための要綱を尊重した利用規約を作成し、利

用者に対して静穏の保持及び善良なる風俗維持を徹底させるものとすること。な

お、転貸は不可とすること。 

 

６．関係法令等を遵守し、公序良俗を損なわないものとすること。 

 

７．町内に常駐する管理運営責任者を定めるものとすること。 

 

８．万一、苦情等が発生した場合、管理運営責任者は、速やかに善処するものとする

こと。 

 

９．この基準の適用の際、現に実施されている事業については、この基準の規定は、

適用しない。また、現に実施されている事業について、同程度の改築は可能とす

る。 
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貸別荘の取扱基準 

 

  軽井沢町では、善良なる風俗の維持及び別荘文化を保全する観点から、貸別荘に

ついて次のとおり基準を設け、清らかな環境を守り国際親善文化観光都市及び保健

休養地としてのまちづくりを進めるものとします。 

 

 

 

１．貸別荘とは、生業として、不特定の者に１ヶ月以上の契約期間で賃貸する戸建て

の住宅をいう。 

 

２．第１種低層住居専用地域及び自然保護協定等の締結地において、貸別荘はできな

いものとすること。 

 

３．貸別荘の建設又は既存建物から貸別荘へ用途変更を行う場合は、「軽井沢町の自

然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」の規定に基づき事前協議を

行うものとすること。 

 

４．不特定の者が宿泊することとなり宿泊施設と類似であることから、近隣説明を実

施する範囲は、行為地の敷地境界線から５０ｍの範囲とすること。 

 

５．軽井沢町の善良なる風俗を維持するための要綱を尊重した利用規約を作成し、利

用者に対して静穏の保持及び善良なる風俗維持を徹底させるものとすること。な

お、転貸は不可とすること。 

 

６．関係法令等を遵守し、公序良俗を損なわないものとすること。 

 

７．町内に常駐する管理運営責任者を定めるものとすること。 

 

８．万一、苦情等が発生した場合、管理運営責任者は、速やかに善処するものとする

こと。 

 

９．この基準の適用の際、現に実施されている事業については、この基準の規定は、

適用しない。また、現に実施されている事業について、同程度の改築は可能とす

る。 

平成２８年３月２９日 適用 
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貸別荘の取扱基準 

 

  軽井沢町では、善良なる風俗の維持及び別荘文化を保全する観点から、貸別荘に

ついて次のとおり基準を設け、清らかな環境を守り国際親善文化観光都市及び保健

休養地としてのまちづくりを進めるものとします。 

 

 

 

１．貸別荘とは、生業として、不特定の者に１ヶ月以上の契約期間で賃貸する戸建て

の住宅をいう。 

 

２．第１種低層住居専用地域及び自然保護協定等の締結地において、貸別荘はできな

いものとすること。 

 

３．貸別荘の建設又は既存建物から貸別荘へ用途変更を行う場合は、「軽井沢町の自

然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」の規定に基づき事前協議を

行うものとすること。 

 

４．不特定の者が宿泊することとなり宿泊施設と類似であることから、近隣説明を実

施する範囲は、行為地の敷地境界線から５０ｍの範囲とすること。 

 

５．軽井沢町の善良なる風俗を維持するための要綱を尊重した利用規約を作成し、利

用者に対して静穏の保持及び善良なる風俗維持を徹底させるものとすること。な

お、転貸は不可とすること。 

 

６．関係法令等を遵守し、公序良俗を損なわないものとすること。 

 

７．町内に常駐する管理運営責任者を定めるものとすること。 

 

８．万一、苦情等が発生した場合、管理運営責任者は、速やかに善処するものとする

こと。 

 

９．この基準の適用の際、現に実施されている事業については、この基準の規定は、

適用しない。また、現に実施されている事業について、同程度の改築は可能とす

る。 
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○○軽軽井井沢沢町町のの善善良良ななるる風風俗俗をを維維持持すするるたためめのの要要綱綱  

（昭和 51 年６月 29 日告示第４号） 

 

１１  総総則則  

（趣旨） 

第第１１ この要綱は、軽井沢町の善良なる風俗維持に関する条例（昭和 33 年軽井沢町条例

第９号）の目的を達成するために、これらの施策に関する町長、事業者及び住民のそれ

ぞれの責務を明らかにし、その推進を図ることにより、町民憲章に示すかおり高い伝統

である良き風俗を守り育て、清らかな環境の保健休養地を確保するために必要な事項を

定めるものとする。 

（定義） 

第第２２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 保健休養地域 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）に基づく第一種低層住居専

用地域を基準とし、町長が別に定める地域をいう。 

⑵ 季節営業者 事業者のうち主として夏期に営業を行う者をいう。 

（町長の責務） 

第第３３ 町長は、この要綱の趣旨の周知徹底を図るため、事業者、町民、滞在者等及び関係

機関の協力を得て、基本的な施策を講じ、総合的な行政の運営を図るものとする。 

第第４４ 町長は、これらの施策及び実施に当たっては、風俗審議会等の関係機関の意見を求

めるものとする。 

（事業者の責務） 

第第５５ 事業者は、その事業活動によって善良な風俗をそこない、清潔な環境を侵害しない

よう、必要な措置を講じなければならないものとする。 

第第６６ 事業者は、町の歴史的背景とそのおかれている立場を十分に理解し、この要綱に反

しないよう常に配慮するとともに、良き風俗、清らかな環境を阻害しないよう最大の努

力をしなければならないものとする。 

第第７７ 事業者は、町長その他行政機関が実施するこれらに関する施策に協力しなければな

らないものとする。 
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（住民の責務） 

第第８８ 住民は、先人が築きあげたこのかおり高い良き伝統を、後世に守り伝えることの意

義を深め、地域の清らかな環境の確保に努めるとともに、町長その他行政機関が実施す

る施策に協力しなければならないものとする。 

第第９９ 町内の別荘、宿泊施設その他の施設に滞在し、又は利用する者は、保健休養をして

いる者等の迷惑をおよぼす行為を慎しみ、清潔な生活環境を守るよう努めなければなら

ないものとする。 

２２  静静穏穏のの保保持持  

（拡声放送の届出） 

第第 1100 騒音の防止を図るため、営業宣伝のための拡声放送を行うとする者は、放送開始

の７日前までに、拡声放送の届出書（様式第１号）により町長に届け出なければならな

いものとする。 

（規制基準の遵守） 

第第 1111 拡声放送をする者は、拡声放送の規制基準（別記第１）を遵守しなければならな

いものとする。 

（深夜営業等の静穏の保持） 

第第 1122 深夜における静穏の保持のため、営業を営み又は作業を行う者は、深夜（午後 11

時から翌日の午前６時まで）において当該営業を営み、又は作業を行うことによって付

近の静穏をそこなう行為をし、若しくは風紀を乱す行為をしてはならないものとする。 

（夜間の静穏の保持） 

第第 1133 何人も夜間（午後９時から翌日午前６時まで）においては、みだりに付近の静穏

をそこなう行為をし、又はさせてはならないものとする。 

（保健休養地域での静穏の保持） 

第第 1144 何人も、保健休養地域内の道路、その他公共の場所又は他人の所有地内におい

て、次の各号に掲げる行為をし、若しくはさせてはならないものとする。 

⑴ 自動車等を長時間駐車させ、又は宿泊の用に供すること。 

⑵ 自動車等を必要以上に原動機を始動のまま停車させておくこと。 

⑶ 自動車等を集団で走行し、必要以上に警笛を鳴らし高音を発すること。 

⑷ 携帯ラジオ等による高音を発し、又は高吟し付近の静穏をそこない風紀を乱すこ 

と。 
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３３  交交通通安安全全のの保保持持  

（貸自転車を行う者の届出） 

第第 1155 貸自転車を行う者（営業を目的としない者を含む。以下「貸出者」という。）は

貸自転車事業届出書（様式第２号）、貸自転車事業（支店・出張店）届出書（様式第２

号―１）により町長に届け出なければならないものとする。 

（貸自転車を行う者の安全義務） 

第第 1166 貸出者は、交通安全を確実に推進するため、常に貸出し車両の整備に努めなけれ

ばならないものとする。 

第第 1177 貸出者は、利用する者に対し、貸自転車の遵守事項（別記第２）に掲げる事項を

遵守させなければならないものとする。 

４４  季季節節営営業業者者にに関関すするる規規制制  

（季節的営業者の義務） 

第第 1188 季節営業者は、保健休養地にふさわしい健全な営業を行うよう努めなければなら

ないものとする。 

（家屋、敷地の所有者の協力義務） 

第第 1199 家屋、敷地の所有者は、不健全な営業、公序良俗をそこなう営業等により清潔な

環境を害するおそれのある者にその家屋、敷地等を貸付ないように協力しなければなら

ないものとする。 

５５  公公序序良良俗俗のの保保持持  

（服装等の制限） 

第第 2200 何人も町内において次の各号に掲げる行為をしてはならないものとする。 

⑴ 極端に露出した服装や、室内着で外出しないこと。 

⑵ 著しく悪臭を発散させ、又は騒音を発し、あるいは高吟して近隣の者に不快の念を 

おこさせ、若しくは迷惑をかけること。 

⑶ 公園地、公共広場等に集団で占拠して、他の利用者に迷惑をかけること。 

⑷ その他公序良俗に反し、風紀を乱さないこと。 
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附附  則則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附附  則則（平成 18 年９月 28 日告示第 57 号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附附  則則（平成 22 年６月 25 日告示第 37 号） 

この要綱は、平成 22 年６月 25 日から施行する。 

 

 

別別記記第第１１（第 10 関係） 

拡声放送の規制基準 

１ 拡声機設置の高さ 地上６メートル以下 

２ 放送時間 午前８時～午後６時 

３ 音量 70 ホーン以内とする。 

４ 禁止区域 学校、病院等の公共施設から半径 200 メートル以内 

保健休養地域 

  

別別記記第第２２（第 17 関係） 

貸自転車の遵守事項 

１ 自転車専用道路及び関係機関が推奨するコースを走行すること。 

２ 常に交通安全を認識し、交通法規を守ること。 

３ 自転車は身体に合ったもので、これに適した服装とすること。 

４ 急坂路や混雑する場所は下車し、下り坂、砂利道は減速する等走行には十分注意す 

ること。 

５ 初心者は、貸出者の指導を受けてから道路に乗り出すこと。 
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軽軽井井沢沢  緑緑のの景景観観賞賞  
  

  

令和６年度 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
《集合住宅部門》 

優秀賞 中電不動産株式会社 

     株式会社日本エスコン 

     設計者 アーキサイトメビウス株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

軽軽井井沢沢町町自自然然保保護護対対策策優優良良事事業業認認定定制制度度  

 軽井沢町では、自然保護に対する理解を深め、町の伝統とすぐれた自然を保護し、

国際親善文化観光都市としてのまちづくりを推進するため、平成２０年度より軽

井沢町自然保護優良事業認定制度『軽井沢 緑の景観賞』を制定いたしました。 

この『軽井沢 緑の景観賞』は「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続

等に関する条例」及び「軽井沢町の自然保護対策要綱」に基づき、自然環境の保全

並びに良好な景観の形成に配慮された建物などを認定し、広く周知することによ

り町民、別荘所有者、軽井沢を訪れる方々に自然保護や良好な景観形成について理

解を深めていただき、すばらしい自然景観を後世に伝えてゆくための制度です。 

『軽井沢 緑の景観賞』につきましては、毎年募集を行っております。令和６年度

より、「一般住宅」、「集合住宅」、「その他」の３部門に分けて募集しています。 

詳細につきましては、軽井沢町のホームページをご覧ください。 

緑の景観賞
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令和２年度

優秀賞 鈴木邸（中軽井沢）

設計者 モリノイエ軽井沢

令和元年度

      
優秀賞 有限会社ＨＡＬ        特別賞 山村邸（旧軽井沢）

設計者  竹花工業株式会社         設計者 神田 紀代

平成３０年度

      
優秀賞 東新工業株式会社       特別賞 東西建物株式会社

設計者  髙橋 公一               くつかけステイ中軽井沢

平成２８年度

優秀賞 大浦邸(中軽井沢）        優秀賞 ベーカリー＆レストラン沢村旧軽井沢

設計者 田辺 雄之
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平成２７年度  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

優秀賞 中村邸（追分） 

設計者 井野 勇志 

 

平成２６年度  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別賞 荻原邸（追分）           特別賞 筒井邸（南ケ丘） 

設計者 安藤建築設計工房 安藤政英 

 

平成２５年度  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優秀賞 軽井沢朗読館（千ケ滝西区） 優秀賞 飯塚邸（千ケ滝西区）  特別賞 (財)軽井沢南原文化会（南原） 

設計者 菊池ひろ建築設計室 

 

 

平成２４年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

優秀賞 荒居邸（旧軽井沢）       特別賞 土屋邸（借宿） 

        設計者 菊池ひろ建築設計室  
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平成２６年度  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別賞 荻原邸（追分）           特別賞 筒井邸（南ケ丘） 

設計者 安藤建築設計工房 安藤政英 

 

平成２５年度  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優秀賞 軽井沢朗読館（千ケ滝西区） 優秀賞 飯塚邸（千ケ滝西区）  特別賞 (財)軽井沢南原文化会（南原） 

設計者 菊池ひろ建築設計室 

 

 

平成２４年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

優秀賞 荒居邸（旧軽井沢）       特別賞 土屋邸（借宿） 

        設計者 菊池ひろ建築設計室  

 


